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平成２８年度 奈良６次産業化サポートセンター業務 業務説明書 

 

 

１ 業務概要 

 

 1-1 業務の目的 

   奈良県内の農林漁業及び農山漁村の活性化を図るためには、農林漁業者による加工・販売分野へ

の取組を促進するなど、１次産業である農林漁業と、２次・３次産業との総合かつ一体的な推進を

図り、地域の農林水産物等の資源を有効活用して、農林漁業者の所得向上や地域における雇用の確

保を目指す６次産業化を推進することが重要な課題となっています。 

このため、本業務は、県内における６次産業化を推進するために県が設置する支援機関「奈良６

次産業化サポートセンター」を運営し、６次産業化を目指す農林漁業者等の経営の発展段階に即し

た個別相談や、６次産業化を実践又は支援する人材を育成する研修会を実施するとともに、農林漁

業者等と卸小売業、宿泊業、飲食サービス業等の事業者が会する交流会を開催し、農林漁業者等の

６次産業化の取組を支援することを目的とします。 

 

 1-2  業務内容 

   奈良県内の農林漁業者等が６次産業化に取り組む上での課題に効果的に対応するため、次に掲げ

る各業務の企画立案を行うとともに、県や市町村等を始めとした関係機関と協力・連携しながら、

各業務を実施することとします。 

   本業務を行うに当たっては、事業全体の責任者である統括企画推進員、事業実施に係る企画立案

を行う企画推進員及び経理責任者を定め、６次産業化プランナー等を含めた事業執行体制を構築す

ることが必要です。また、本業務を実施する場合、支援ニーズ等を適切に把握し、支援業務を機動

的に展開するため、県内に１か所以上の常設の拠点が設置されていることを必須とします。 

(1) 人材育成研修会の開催 

６次産業化を実践又は支援する人材を育成するための研修会及びインターンシップ研修をそ

れぞれ２週間程度開催します。また、（３）の農林漁業者等へのサポート活動の一環として、個

別相談会を併せて実施できるものとします。 

(2) 交流会の開催 

６次産業化の取組により新商品を開発した農林漁業者等と他の事業者等とマッチング、異業種

交流を目的とした戦略に関する交流会を開催するとともに、交流会の参加者へのアンケート調査

を実施し、その内容を分析するものとします。また、（３）の農林漁業者等へのサポート活動の

一環として、個別相談会を併せて実施できるものとします。 

(3) 農林漁業者等へのサポート活動 

農林漁業者等に対応し、６次産業化、地産地消、農商工等連携を支援する人材（以下「プラン

ナー」という。）を選定、登録、派遣します。さらに、支援対象地域の拠点において、相談窓口

を設置し、農林漁業者等からの相談対応、案件の発掘、本事業の実施に関する情報発信、人材派

遣等の日程調整及び進行管理を行うこととします。なお、窓口においては、６次産業化にかかる

支援制度の案内や、簡易な相談に応じられる人材を配置するものとします。 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に

関する法律第５条第１項に基づく総合化事業計画の認定に向けたサポートや当該認定後のフォ

ローアップ等を実施すること。派遣や個別相談会による指導回数は年間 180回程度で、プランナ

ー等に対する謝金単価は、１時間当たり 6,500円とします。 

相談窓口設置や研修会開催の案内や、制度を周知させるための情報発信を、チラシ・パンフレ



ット・ホームページ構築等の方法により、効果的に行うこととします。 

   

 

  (4)６次産業化・地産地消推進協議会の開催 

    県内の農林漁業者、食品産業の事業者その他の商工業者、金融機関、国等の関係行政機関等に

よる協議会等の会合を複数回以上開催し、奈良県における６次産業化及び地産地消等戦略に基づ

く取組を推進します。 

 

  1-3  業務実施期間 

  契約締結日（平成２８年５月下旬）から平成２９年３月２８日（火）までとします。 

 

1-4 参加資格 

   本委託業務における受託者募集に参加できる者は、業務の趣旨を十分に理解し、円滑に遂行でき

る単独事業者で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

(1)  奈良県における競争入札参加資格者であること。なお、新たに入札資格を得ようとする者は、

技術提案書の提出時までに資格者の登録を終えていることを条件とします。入札参加資格を得る

ために必要な書類等は、次に示す部署に問い合わせて下さい。 

〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 

    奈良県会計局総務課調達契約係（県庁主棟１階） 

    TEL ０７４２－２７－８９０８（ダイヤルイン） 

(2)  県内に本社もしくは支店ないし営業所を設置していること。 

(3)  本件業務と同類の業務（農林漁業者等に対する個別相談などのサポート業務）を過去３年以内

に実施（規模は問わず）した実績を有する者であること。 

(4)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

(5)  国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(6)  奈良県の入札参加停止の措置期間中でない者であること。 

(7)  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、又は破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

(8)  銀行の取引停止、又は差押えを受けていない者であること。 

(9)  役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者がいる法

人でないこと。 

(10) 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他

の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに

支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

(11) 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していないこと。  

(12)  役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 

(13)  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若し

くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。 

 (14)  役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

 



 1-5 成果品 

  本業務の成果品は、以下のとおりとします。 

  (1)実施報告書 ２部 

 

1-6 業務実施上の留意事項 

 本業務を実施するにあたって、次の事項の遵守が必要です。 

 (1)奈良県個人情報保護条例第十条に基づく別記「個人情報特記事項」の遵守 

 (2)奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、別紙「公契約条例に関する遵守事項」の遵守 

 

２ 参加表明書の作成上の留意事項 

2-1 参加表明書の作成方法 

  参加表明書の様式は、様式１－①、１－②に示すとおりとします。 

 

  2-2 参加表明書の提出 

  (1)提出期間：平成２８年５月１１日（水）の午後３時まで 

ただし、受付は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時（最終日は午後３

時）までとし、県の休日を除く。 

  (2)提出先：奈良県農林部マーケティング課 

        ＴＥＬ ０７４２－２７－８９２３ 

        ＦＡＸ ０７４２－２６－６２１１ 

        住所 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

    (3)提出物および提出部数 

   ・様式１－① 参加表明書 … ２部 

・様式１－② 本件業務と同類の業務を実施した実績に関する書面 … ２部 

  (4)提出方法：持参または郵送。 

         ※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とします。 

 

３ 技術提案書の提出を依頼する者を選定するための要件 

 

 参加表明書を提出した者について参加表明書を審査し、参加資格を有する者を技術提案書の提出を依

頼する者として選定します。 

 なお、参加資格を有する者が６者以上の場合、上位５位まで選定します。 

 

４ 選定、非選定の通知 

 

 4-1 参加表明書を提出した者には、技術提案書の提出依頼または非選定の通知をします。このうち、

非選定の通知をした者に対しては、その理由を書面により通知します。 

 

 4-2 非選定通知書を受けた者は、非選定通知書の通知日の翌日から起算して 5日（県の休日を除く）

以内にその理由の説明を求めることができます。 

 

 4-3 上記 4-2の回答は、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して 5日（県の休日を除く）

以内に書面により行います。 

 

 4-4 非選定理由の説明書請求の受付方法、場所及び受付期間は以下のとおりです。 

  (1)受付方法：持参または郵送。 

         ※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とします。 

  (2)受付場所：「２ 参加表明書の作成上の留意事項 2-2提出先」と同じ。 



  (3)受付期間：上記 4-2のとおり。 

 

５ 技術提案書の作成に関する質問の受付および回答 

 

5-1 提出方法  ＦＡＸで提出し、電話にて受信の確認をして下さい。 

担当者名および連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号）を明記してください。 

 

5-2 受付期間  平成２８年５月１７日（火）の午後５時まで。 

ただし、受信の確認は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までとし、

県の休日を除く。 

 

5-3 提出先    「２ 参加表明書の作成上の留意事項 2-2提出先」と同じ。 

                                   

 5-4 回答    平成２８年５月１８日（水）までに、全質問に対する回答を奈良県マーケティング

課ホームページにおいて公表します。 

 

６ 技術提案書の作成上の留意事項 

 

6-1 プロポーザルは業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の

一部の提出を求めるものではありません。 

 

6-2 右肩の（商号又は名称）以外に、提出者（再委託先を含む）を特定することができる内容の記

述（具体的な社名やロゴマーク等）を記載してはなりません。記載がある場合はその項目を無効

とします。 

 

6-3 技術提案書の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法に拠

るものとします。 

 

6-4 技術提案書の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

 

 6-5 提出された技術提案書は返却しません。また、技術提案書を無断で他に使用することは出来ませ

ん。 

 

 6-6 技術提案書がこの書面及び別添の様式に示された条件に適合しない場合は、無効となります。 

 

 6-7 技術提案書の提出を辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。 

 

 6-8 技術提案を求める項目等 

  (1)奈良６次産業化サポートセンター業務に関する企画提案 

 

 6-9 技術提案書の作成方法 

  技術提案書の様式は別添（様式２-①、２-②、２-③）に示すとおりとします。 

 

 6-10 技術提案書の内容に関する留意事項 

  (1)企画提案 

   ・企画提案には業務の目的を踏まえ、次の事項について企画・提案が含まれるように記載してく

ださい。 

    ①業務の実施方針 



②業務実施主体の組織体系図 

③統括企画推進員及び企画推進員の関連業務の知見や経験の概要 

④業務実施内容及び実施時期 

⑤業務の実施方法 

⑥業務の実施スケジュール 

⑦支援を行う６次産業化プランナーのリスト 

 

  (2)委託業務の対象となる経費 

   ・業務の経費として計上できる経費は、農林水産省６次産業化ネットワーク活動交付金により交

付される次の経費とします。 

   ・なお、本業務は第三者に再委託することはできません。 

    ①人材育成研修会の開催費 

講師謝金、講師旅費、開催案内印刷・発送費（印刷費、発送費、発送賃金)、 会場費（会場

借料、会場等備品、会場整理賃金）、テキスト作成費（原稿料、資料印刷費）等 

    ②交流会開催費 

講師謝金、講師旅費、会場費、資料印刷費等 

    ③農林漁業者等へのサポート活動 

a 個別相談等実施費 

講師謝金、講師旅費、資料印刷費等 

b 事業推進費 

企画推進員手当、企画推進員旅費等 

c 事業管理運営費 

管理運営員手当、資料印刷費、通信機器類等リース料、通信費、情報提供費、消耗品費等 

    ④６次産業化・地産地消推進協議会開催費 

講師謝金、講師旅費、資料印刷費等 

 

 6-11 委託上限額 

  １４，０００千円(消費税及び地方消費税の額を含む。) 

 

 

 6-12 技術提案書の提出 

  (1)提出期間：平成２８年５月２０日（金）の午後５時まで 

         午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までとし、県の休日を除く。 

  (2)提出先：「２ 参加表明書の作成上の留意事項 2-2提出先」と同じ。 

  (3)提出物および提出部数 

    ・様式２－① 技術提案書 ７部 

    ・様式２－② 奈良６次産業化サポートセンター業務に関する企画提案   ７部 

    ・様式２－③ 奈良６次産業化サポートセンター業務 積算書 ７部 

(4)提出方法：持参または郵送。 

       ※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 技術提案書を特定するための評価基準 

 技術提案書の評価項目・判断基準、配点内訳等については下記のとおりです。 

評価項目 評価基準 配点内訳 
換算 

係数 

評価 

点数 

実施体制 

業務の企画運営に関して、

県・関係団体・専門家との連

絡調整等の体制が整備され

ている。 

審査員が 5段階評価で 

採点 

 

×３ １５ 

組織における業務の運営管

理体制が整備されている。 

審査員が 5段階評価で 

採点 

 
×２ １０ 

業務を遂行するために必要

な人材が確保されている。 

審査員が 5段階評価で 

採点 

 
×２ １０ 

企画力 

業務の趣旨を十分理解し、目

的に合致した提案となって

いる。 

審査員が 5段階評価で 

採点 

 

×３ １５ 

奈良県における６次産業化

の現状と課題をふまえ、課題

解決に向けた具体的な提案

となっている。 

審査員が 5段階評価で 

採点 

 

×３ １５ 

業務の実施に当たり、具体的

なスケジュールが示されて

いる。 

審査員が 5段階評価で 

採点 

 

×３ １５ 

業務の継続性や類似の活動

をする他の団体の模範とな

る発展性がうかがえる内容

となっている。 

審査員が 5段階評価で 

採点 

 

×２ １０ 

業務実績 類似・関連事業の実績があ

る。 

過去に６次産業サポート

センターの実績がある 
５ 

×１ ５ 

過去に６次産業

サポートセンタ

ーの実績はない

が、類似業務の実

績がある 

３件 ３ 

２件 ２ 

１件 １ 

業務コス

トの妥当

性 

提案内容を実現するための

経費が漏れなく盛り込まれ

ており、妥当な金額である。 

審査員が 5段階評価で 

採点  

 

×１ ５ 

評価点 

合 計 

   
100 

※審査員は、５段階評価（５：特に優れている、４：優れている、３：普通、２：やや劣る、１：不

十分）で採点します。その点数をマーケティング課で 2ないし 3を乗じて評価点とします。 

※審査委員の合計点を集計し、最高得点のものを受託者とします。 

※全評価項目を合計した評価点の最高点者が複数者いる場合は、以下の優先順位の評価項目で評価点

数の合計点が高い者に決定します。 

  ｢企画力」合計→「実施体制」合計→「業務実績」 

※委託上限額と大きくかけ離れている場合、または業務内容に対して見積が不適切な場合は選定しま



せん。 

 ※提案者が１者の場合、技術提案書の全ての項目について各委員の評価の平均点が５割以上かつ、合

計点が一定基準（６割）以上であるか評価し、受託者を決定します。 

 

８ 特定、非特定の通知 

 

 8-1  技術提案書を提出した者には、特定または非特定を通知します。このうち、非特定の通知をした

者に対しては、その理由を書面により通知します。 

 

8-2 非特定通知書を受けた者は、非特定通知書の通知日の翌日から起算して 5日（県の休日を除く）

以内にその理由の説明を求めることができます。 

 

8-3 上記 8-2 の回答は、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して 10 日（県の休日を除

く）以内に書面により行います。 

 

8-4 非特定理由の説明書請求の受付方法、場所及び受付期間は以下のとおりです。 

  (1)受付方法：持参または郵送。 

       ※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とします。 

  (2)受付場所：「２ 参加表明書の作成上の留意事項 2-2提出先」と同じ。 

  (3)受付期間：上記 8-2のとおり。 

 

９ その他留意事項 

 

 9-1 契約書の作成を要します。 

 

 9-2 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該業務の技術提案書を無効とします。 

 

 9-3 技術提案書提出期限後における記載内容の変更（追加）は、原則として認めません。 

 

 9-4 提出された技術提案書は、特定を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがありま

す。特定を行う作業の終了後には裁断して廃棄します。 

 

 9-5 提出された技術提案書およびその複製は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しませ

ん。 

 

 9-6 技術提案書提出後であっても、随意契約の相手方として特定されるまでは、辞退することができ

ます。また、辞退したことを理由として以後の特定等に不利益な取り扱いを受けるものではあり

ません。 


